
 

 

福島県沖を震源とする地震に係る災害復旧事業について 

 

 令和４年１０月１８日  

文 化 庁 長 官 裁 定 

 

 

 登録有形文化財（建造物・美術工芸品）修理等事業費国庫補助要項（平成９年７月11日文化庁長官

裁定）３．Ⅰ（３）において、別に定めるものとしている災害復旧事業の対象は、下記のとおりとす

る。 
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 災害復旧事業の対象は、令和３年２月１３日に発生した福島県沖を震源とする地震により被災し、

かつ、令和４年３月１６日に発生した福島県沖を震源とする地震により被災した登録有形文化財建造

物とする。 


